
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
表面に配送情報記入部を有する貼付票と、同じく表面に配送情報記入部を有する配達票兼
受領票と、同じく表面に配送品名記入部を有する配送品名記入票とを、貼着シートの表面
に接着剤で接着する一方、前記貼着シートの裏面における前記貼付票と前記配達票兼受領
票とに対応する部分には粘着剤を塗布するとともに剥離紙で被覆し、前記配達票兼受領票
は前記貼着シートの対応部分に対して剥離可能に構成し、前記配送品名記入票は前記貼着
シートの対応部分とともに分離可能に構成したことを特徴とする配送票。
【請求項２】
貼着シートに対する配達票兼受領票の剥離可能な構成は、接着面の少なくとも一方に接着
剤遮蔽層を設けてなることを特徴とする請求項１記載の配送票。
【請求項３】
接着剤遮蔽層には、接着面の周縁の少なくとも対向する二辺に沿って間隔をおいて存する
複数の非設置部分を形成するとともに、これら対向位置する非設置部分同士を前記二辺と
平行な方向に相対的にずらして形成したことを特徴とする請求項２記載の配送票。
【請求項４】
表面に配送情報記入部を有する貼付票と、同じく表面に配送情報記入部を有する配達票兼
受領票と、同じく表面に配送品名記入部を有する配送品名記入票とを、貼着シートの表面
に接着剤で接着する一方、前記貼着シートの裏面における前記貼付票に対応する部分には
粘着剤を塗布するとともに剥離紙で被覆し、前記配達票兼受領票と前記配送品名記入票と
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を前記貼着シートの対応部分とともに分離可能に構成したことを特徴とする配送票。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、例えば、通信販売等において商品を配送する際に使用する配送票に関するもの
で、必要な配送品を選択して包装箱に入れる際に使用する配送品名が記入される配送品名
記入票を備えたものであり、より詳細には、配送品の包装箱に貼付する貼付票と、適宜剥
離、あるいは分離して使用する配達票兼受領票と、配送品の包装箱に貼付する際に分離し
て使用する配送品名記入票とを、貼着シートの表面側に接着し、この貼着シートの前記貼
付票に対応する部分の裏面、または前記貼付票と前記配達票兼受領票に対応する部分の裏
面に粘着剤を塗布するとともに剥離紙で被覆してなる配送票に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、通信販売等において商品を配送する際には、申込用紙に記入された情報をＯＣＲ装
置で読み取り、この読み取った情報に基づいて、配送伝票に配送情報を印字したうえ、包
装箱に貼付する一方、前記読み取った情報に基づいて商品名等を別の注文用紙に印字し、
この注文用紙の印字内容を見て配送すべき商品を選択し、配送伝票が貼られた包装箱内に
収容するのが一般的なやり方である。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
このため従来にあっては、配送伝票に印字する作業とは別に、注文用紙に印字する必要が
あるので、この印字作業が二度手間となって煩雑であり、また、配送伝票と注文用紙との
対応付けに際してミスを生じ易いという不都合があった。本発明はこのような不都合を解
消した配送票を提供することを目的とする。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
上述した目的を達成するために本発明の配送票は、表面に配送情報記入部を有する貼付票
と、同じく表面に配送情報記入部を有する配達票兼受領票と、同じく表面に配送品名記入
部を有する配送品名記入票とを、貼着シートの表面に接着剤で接着する一方、前記貼着シ
ートの裏面における前記貼付票と前記配達票兼受領票とに対応する部分には粘着剤を塗布
するとともに剥離紙で被覆し、前記配達票兼受領票は前記貼着シートの対応部分に対して
剥離可能に構成し、前記配送品名記入票は前記貼着シートの対応部分とともに分離可能に
構成したものである。
【０００５】
また、上述の配送票における配達票兼受領票の貼着シートに対する剥離可能な構成は、接
着面の少なくとも一方に、通常の印刷インキをベタ印刷する等の手段により接着剤遮蔽層
を設けると好適である。
【０００６】
加えて、上述した接着剤遮蔽層に、接着面の周縁の少なくとも対向する二辺に沿って間隔
をおいて存する複数の非設置部分を形成するとともに、これら対向位置する非設置部分同
士を前記二辺と平行な方向に相対的にずらして形成すると好適である。
【０００７】
さらに、表面に配送情報記入部を有する貼付票と、同じく表面に配送情報記入部を有する
配達票兼受領票と、同じく表面に配送品名記入部を有する配送品名記入票とを、貼着シー
トの表面に接着剤で接着する一方、前記貼着シートの裏面における前記貼付票に対応する
部分には粘着剤を塗布するとともに剥離紙で被覆し、前記配達票兼受領票と前記配送品名
記入票とを前記貼着シートの対応部分とともに分離可能に構成してもよい。
【０００８】
【作用】
貼付票と、配達票兼受領票と、配送品名記入票とを、貼着シートの表面に接着したので、
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これら各票の表面に設けた配送情報記入部及び配送品名記入部に対して、同時に印字する
ことができ、印字後には貼付票を配送品の包装箱に貼付する一方、配達票兼受領票は剥離
または分離して使用し、配送品名記入票は分離して使用することができる。また、接着剤
遮蔽層を設けることにより剥離可能な接着面の接着力の調整が容易となる。さらに、この
接着剤遮蔽層に非設置部分を形成すると前記調整はより容易になり、これら非設置部分同
士を辺に沿った方向に相対的にずらして形成すると、万一、端部が不用意に剥離した場合
でも端部全体が同一幅で剥離することがない。
【０００９】
【実施例】
以下、本発明を会員制の通信販売における商品の配送に使用する配送票に適用した場合の
好適な実施例について、添付図面に基づき詳細に説明する。ここにおいて、図１～図７は
第１実施例を示し、図１は配送票の平面図、図２はそのＡ－Ａ線断面図、図３は同じくＢ
－Ｂ線断面図、図４は所定事項を記入した配送票の平面図、図５は貼付票と配達票兼受領
票及び発店控票の組を配送品に貼着した状態を示す斜視図、図６は配達票兼受領票の裏面
を示す平面図、図７は図５に示す貼付票と配達票兼受領票及び発店控票の組から配達票兼
受領票及び発店控票を剥離した状態を示す平面図である。また、図８及び図９は第２実施
例を示し、図８は配送票の平面図、図９はそのＣ－Ｃ線断面図である。さらに、図１０は
第３実施例を示す配送票の一部を破断した背面図である。
【００１０】
まず、図１～図７に基づき第１実施例を説明する。図１～図３に示すように、配送票１は
、貼着シート２の表面に、貼付票３と配達票兼受領票４と発店控票５とをスリット６，７
で区画形成するとともに、配送品名記入票８を切り用ミシン目９で区画形成したシートを
接着剤１０で接着する一方、前記貼着シート２の裏面の前記貼付票３と前記配達票兼受領
票４と前記発店控票５とに対応する部分には粘着剤１１を塗布するとともに剥離紙１２で
被覆してなる。そして、前記切り用ミシン目９は貼着シート２にも及んでいる。なお、前
記接着剤１０は、通常の感圧性接着剤や感熱性接着剤を用いればよい。
【００１１】
そして、配送票１の幅方向両側端には、それぞれ貼着シート２及び剥離紙１２にまで及ぶ
移送孔１３ａ，１３ｂが設けられている。また、配達票兼受領票４のスリット７と切り用
ミシン目９とが交差する右下隅部及び発店控票５の前記切り用ミシン目９に接する右下隅
部には、それぞれスリット１４，１５が斜めに設けられ、三角形状の切り取り部分を形成
している。なお、図示してはいないが、配送票１は、天地方向に折り兼切り用ミシン目を
境として多数連接された連続状態にある。
【００１２】
図１に示すように、貼付票３の表面には、「荷札」という標題の下に、住所、電話番号、
会員番号、氏名を記入する届先記入欄１６、受付年月日記入欄１７、伝票番号記入欄１８
からなる配送情報記入部が設けられるとともに、取扱会社の名称と電話番号からなる取扱
会社表示１９があらかじめ印刷されている。また、配達票兼受領票４の表面には、「配達
票兼受領票」という標題の下に、伝票番号記入欄２０、前記届先記入欄１６と同一内容を
記入する届先記入欄２１、受領年月日記入欄２２、受領印捺印欄２３からなる配送情報記
入部が設けられている。さらに、発店控票５の表面には、「発店控票」という標題の下に
、前記届先記入欄１６と同一内容を記入する届先記入欄２４、受付年月日記入欄２５、伝
票番号記入欄２６からなる配送情報記入部が設けられている。
【００１３】
また、配送品名記入票８の表面には、「配送品名記入票」という標題の下に、届先記入欄
１６と同一内容を記入する届先記入欄２７と、届先に配送すべき配送品の商品名、コード
番号、個数を記入する配送品情報記入部たる配送品情報記入欄２８が設けられている。
【００１４】
一方、図２、図３及び図６で理解できるように、配達票兼受領票４と発店控票５の裏面で
ある貼着シート２との接着面には、通常の印刷インキをベタ印刷して形成した接着剤遮蔽

10

20

30

40

50

(3) JP 3672354 B2 2005.7.20



層２９，３０が設けられている。そして、前記配達票兼受領票４と前記発店控票５の剥離
端となる切り用ミシン目９側を除いた三周縁に沿って、所定間隔をおいて並ぶベタ印刷を
施さない四角形状の非設置部３１，３２を設けている。したがって、前記各接着剤遮蔽層
２９，３０に対応する部分では接着剤１０の接着力が弱化する一方、前記各非設置部３１
，３２対応部分の接着剤１０は通常の接着力を維持する。
【００１５】
また、図２及び図７で明らかなように、貼着シート２の配達票兼受領票４と発店控票５と
の接着面である表面にも、剥離端に対応する部分に接着剤遮蔽層２９，３０と同様に形成
した接着剤遮蔽層３３を設けるとともに、宣伝文３４を印刷して、これらに対応する部分
での接着剤１０の接着力を弱化させている。このように、接着剤遮蔽層２９，３０，３３
及び宣伝文３４を設けることによって、接着剤１０の接着力を調整し、前記配達票兼受領
票４と前記発店控票５は前記貼着シート２に対して容易、かつ確実に剥離可能となる一方
、非設置部３１，３２の存在によって不用意な剥離を防止している。
【００１６】
各接着剤遮蔽層２９，３０，３３及び宣伝文３４は、貼着シート２または配達票兼受領票
４と発店控票５の接着面の一方にのみ接着剤１０を塗布する場合には、接着剤１０の非塗
布面あるいは塗布した接着剤表面の少なくとも一方に設ければよく、前記接着面の双方に
接着剤１０を塗布する場合には、塗布した接着剤表面の双方に設ければよい。なお、接着
剤遮蔽層２９，３０を有色インキで形成すると、貼付票３、配送品記入票８と配達票兼受
領票４、発店控票５との識別が容易となるほか、前記配達票兼受領票４と前記発店控票５
の表面側からの透過を防止して貼着シート２の表面に設けた情報を視認しにくくし、また
、前記配達票兼受領票４と前記発店控票５の表面に表示した情報が見易いという利点があ
る。この利点は、特に前記配達票兼受領票４と前記発店控票５が透過性を有する場合に有
効である。
【００１７】
本実施例は以上のように構成したので、移送孔１３ａ，１３ｂを利用して連続状態にある
配送票１を移送しながら、適宜なノンインパクトプリンタにより、図４に示すように、各
届先記入欄１６，２１，２４，２７には会員番号を含む所定の届先情報３５，３６，３７
，３８を印字し、受付年月日記入欄１７，２５には受付年月日３９，４０を印字し、各伝
票番号記入欄１８，２０，２６には所定の伝票番号４１，４２，４３を印字し、配送品情
報記入欄２８には所定の商品名４４とコード番号４５と個数４６を印字したうえ、単片化
すると使用可能状態となる。
【００１８】
したがって、図５に示すように、配送品名記入票８を切り用ミシン目９で切り離して包装
箱５０内に投入する一方、貼着シート２の裏面に設けた剥離紙１２を一端側から捲り上げ
れば、粘着剤１１が露出し、貼着シート２とともに貼付票３、配達票兼受領票４、発店控
票５を前記包装箱５０に貼付することができる。そして、包装箱５０内の配送品名記入票
８の配送品情報記入欄２８に印字された商品名４４、コード番号４５、個数４６を見て、
必要な商品を選択し、前記包装箱５０内に収納したうえ、前記配送品名記入票８は取り出
して保管する。なお、前記配送品名記入票８をあらかじめ分離せずに、貼着シート２を前
記包装箱５０に貼付し、商品をこの包装箱５０内に収納した後、切り用ミシン目９を破断
して前記配送品名記入票８を分離してもよい。
【００１９】
一方、配達票兼受領票４と発店控票５は、それぞれ右下隅部から捲り上げると、この部分
には接着剤遮蔽層２９，３０，３３が対応位置しているので容易、かつ円滑に貼着シート
２から剥離できる。この際、配達票兼受領票４と発店控票５の右下隅部にはスリット１４
，１５によって切り取り部分を形成したので、この切り取り部分に指を掛けることによっ
て、剥離動作はより容易、かつ円滑なものとなる。剥離した配達票兼受領票４は、通常の
配達票兼受領票と同様に、表示された配送情報に基づく配送業務に用いられ、また、配送
品の届け先において、受領印捺印欄２３に受領印を捺印してもらい受領票としても機能す
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る。また、発店控票５は、通常の発店控票と同様に、配送品の発店で保管して配送業務の
管理を行うことができる。さらに、貼付票３は、貼着シート２とともに配送品の包装箱５
０に確実に接着された状態を維持する。
【００２０】
次に、第２実施例を図８及び図９に基づいて説明する。本実施例の配送票６１が上述した
第１実施例と相違するのは、発店控票が存在しないことと、貼付票６３に対応する貼着シ
ート６２の部分にのみ粘着剤６５を塗布して剥離紙６６で被覆し、貼付票６３と配達票兼
受領票６４とは切り用ミシン目６７により区画形成し、スリット１４を設けなかった点で
ある。なお、発店控票が存在しないので、配送品名記入票６８は天地方向が短くなってい
るほか、受付年月日記入欄６９と伝票番号記入欄７０とが設けられて、控票としても機能
し得るよう構成されている。その他の構成については、第１実施例と同様であるから、対
応する構成要素に同一符号を付するに止め、詳細な説明は省略する。
【００２１】
本実施例においては、貼付票６３のみが配送品の包装箱（図示せず、図５参照）に貼着シ
ート６２とともに貼付されることになり、配達票兼受領票６４と配送品名記入票６８とは
、剥離紙６６を剥離して露出した粘着剤６５により貼着シート６２の貼付票６３対応部分
を配送品の包装箱に貼付する前、あるいは貼付した後において、各切り用ミシン目９，６
７から分離することができる。また、前記配送品名記入票６８を発店控票として使用する
ことが可能である。その他の作用及び使用方法は第１実施例と同様であるからその説明は
省略する。
【００２２】
次に、非設置部の配置パターンに関する第３実施例を図１０に基づいて説明する。切り用
ミシン目９１を介して連接された配送票９０は、貼付票９２と、配達票兼受領票９４と、
配送品名記入票９５とを備え、前記配達票兼受領票９４の裏面である貼着シート９６との
接着面には、通常の印刷インキをベタ印刷して形成した接着剤遮蔽層９７が設けられてい
る。
【００２３】
そして、切り用ミシン目９８と直交する前記配達票兼受領票９４の二辺に沿って、所定間
隔をおいて並ぶベタ印刷を施さない四角形状の非設置部９９ａ，９９ｂを設けている。こ
れら対向して位置する非設置部９９ａ，９９ｂ同士は、幅方向にずれて配置され、図では
必ずしも明確ではないが、印字時の移送方向である天地方向には、部分的にも重ならない
ように位置している。なお、図中１００は剥離紙である。
【００２４】
このように、対向して位置する非設置部９９ａ，９９ｂ同士を、幅方向にずらして配置し
たので、万一、剥離開始端側、例えば切り用ミシン目９８端側が不用意に剥離した場合で
も、これら非設置部９９ａ，９９ｂによってその剥離が阻止されるとともに、幅方向に同
じ長さ剥離することがないので剥離部分にパタつきが生じないという利点がある。その他
の構成、作用及び使用方法は第１実施例と同様であるからその説明は省略する。
【００２５】
なお、本発明は上述した各実施例に限定されるものではなく、例えば、貼付票３，６３，
９２、配達票兼受領票４，６４，９４、配送品名記入票８，６８，９５、発店控票５は、
同一紙片にスリット６，７、あるいは切り用ミシン目９，６７，９８を設けて区画形成し
たが、これを別体の紙片を並設して構成してもよい。また、接着剤１０の接着力は、通常
の剥離困難な接着力に設定するほか、接着力を通常よりも弱めて設定してもよいものであ
る。さらに、配達票兼受領票４，６４と、発店控票５には、剥離開始部分にスリット１４
，１５による指を掛ける切り取り部分を設けるほか、三角形状に切り欠いた切り欠きコー
ナー部を形成してもよい。またさらに、接着剤遮蔽層２９，３０，３３，９７は、着色剤
を含まない印刷インキを用いてもよく、また、ベタ印刷ではなくスクリーン印刷で形成し
てもよい。
【００２６】
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また、接着剤遮蔽層２９，３０の非設置部は、剥離開始端である各切り用ミシン目９側を
除いた三周縁に沿って所定間隔をおいて並ぶ四角形状の非設置部３１，３２によるほか、
接着剤遮蔽層９７の非設置部９９ａ，９９ｂのように二周縁に配置してもよく、さらには
これら非設置部３１，３２，９９ａ，９９ｂを全周縁に沿って所定間隔に配置したり、縞
状や点状に全面的に設けてもよいもので、少なくとも周縁部の一部に設けられていればよ
い。そして、配達票兼受領票４，６４，９４あるいは発店控票５の円滑な剥離動作を行う
ためには、これら非設置部３１，３２，９９ａ，９９ｂを設けなくてもよく、特に、剥離
開始端の少なくともコーナー部には設けないことが望ましい。さらにまた、控票は発店控
票５に限定されないことはいうまでもない。
【００２７】
【発明の効果】
以上説明したところで明らかなように、本発明によれば、貼付票と、配達票兼受領票と、
配送品名記入票とを、貼着シートの表面に接着したので、これら各票の表面に設けた配送
情報記入部及び配送品名記入部に対して、ノンインパクトプリンタを使用して同時に印字
することができ、また、各票の印字内容はすべて表出するので、印字内容の確認が容易で
あるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１実施例の配送票を示す平面図。
【図２】図１のＡ－Ａ線断面図。
【図３】図１のＢ－Ｂ線断面図。
【図４】同実施例の所定事項を記入した配送票を示す平面図。
【図５】同実施例の貼付票、配達票兼受領票、発店控票の組を配送品の包装箱に貼着した
状態を示す斜視図。
【図６】同実施例の配達票兼受領票の裏面を示す平面図。
【図７】同実施例の図５に示す貼付票、配達票兼受領票、発店控票の組から配達票兼受領
票及び発店控票を剥離した状態を示す平面図。
【図８】第２実施例の配送票を示す平面図。
【図９】図８のＣ－Ｃ線断面図。
【図１０】第３実施例の配送票を示す一部を破断した背面図。
【符号の説明】
１，６１，９０　　　配送票
２，６２，９６　　　貼着シート
３，６３，９２　　　貼付票
４，６４，９４　　　配達票兼受領票
５　　　発店控票
６，７　　　スリット
８，６８，９５　　　配送品名記入票
９，６７，９１，９８　　　切り用ミシン目
１０　　　接着剤
１１，６５　　　粘着剤
１２，６６，１００　　　剥離紙
１４，１５　　　スリット
１６，２１，２４，２７　　　届先記入欄
１７，２５，６９　　　受付年月日記入欄
１８，２０，２６，７０　　　伝票番号記入欄
２２　　　受領年月日記入欄
２３　　　受領印捺印欄
２８　　　配送品名記入欄
２９，３０，３３，９７　　　接着剤遮蔽層
３１，３２，９９ａ，９９ｂ　　　非接着部
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５０　　　包装箱

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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